
℡076-405-0666

時　間

　

　・安全衛生推進者の役割と職務　　

10分

1 ・健康の保持増進対策（法1ｈ）

日

目 (昼食１時間)

10分

　

・安全衛生教育（法1ｈ）

10分

2

日

目

12:10
～

12:40
試験30分

  ※当協会内には食堂・売店等はありませんので、昼食は各自で準備して下さい。

安全衛生推進者養成講習

（一社）富山県労働基準協会

１．実   施　 日　

２．場　　 　 所

３．講習科目・時間

日　　時 科　　　  　　目 担　当　講　師

9:00
～

11:00
講義2時間

・安全管理（法2ｈ）

　・安全活動

　・労働災害の原因の調査と再発防止対策

　　　　　休　　　　　憩（11:00～11:10）

11:10
～

12:10
講義1時間

　　　　　昼　    　　食(12:10～13：10）

13:10
～

15:10
講義2時間

・作業環境管理と作業管理（法2ｈ）

　　　　　休　　　　　憩（15:10～15:20）

15:20
～

17:20
講義2時間

・危険性又は有害性等の調査及びその結果に
基づき講ずる措置等（法2h）

1日目合計 　講義7時間、　休憩20分、　（昼食：1時間）

9:00
～

10:00
講義1時間

　　　　　休　　　　　憩（10:00～10:10）

10:10
～

12:10
講義2時間 ・安全衛生関係法令（法2ｈ）

 修了試験

2日目合計  講義:3時間30分(講義3時間＋試験30分)、休憩:10分

総合計  講義：10時間30分、休憩：30分、（昼食：1時間）

※　助成金(計画時)申請用です。（実際の講習とは開始時間が異なる場合があります。）


